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平 成 29 年 6 月 17 日  
社 会 福 祉 法 人 武 田 塾  

役 員 及 び 評 議 員 の 報 酬 並 び に 費 用 弁 償 に 関 す る 規 程  
 

(目 的 ) 
第 一 条  こ の 規 程 は 、 社 会 福 祉 法 人 武 田 塾 (以 下 「 当 法 人 」 と い う 。 )の 定 款 第 八 条 及 び

第 二 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 役 員 及 び 評 議 員 (以 下 )「 評 議 員 等 」 と い う 。 ） の 報 酬 等 に
つ い て 定 め る こ と と す る 。  

 
(定 義 及 び 報 酬 等 ) 

第 二 条  役 員 等 に は 、 勤 務 形 態 に 応 じ て 、 次 の と お り 報 酬 を 支 給 す る 。  
 （ １ ） 当 法 人 の 役 員 の う ち 定 款 第 17 条 第 2 項 及 び 第 3 項 を ⾏ う 理 事 ⻑ 並 び に 業 務 執

⾏ 理 事 （ 以 下 「 常 務 理 事 」 と い う 。 ） に は 、 報 酬 及 び 費 ⽤ （ 以 下 「 報 酬 等 」 と い
う 。 ） を 支 給 す る 。 但 し 、 職 員 給 与 が 支 給 さ れ る 職 務 を 兼 務 し て い る と き は 支 給
し な い こ と が で き る 。  

（ ２ ） 当 法 人 の 職 員 を 兼 務 し 、 職 員 給 与 が 支 給 さ れ て い る 理 事 (以 下 「 職 務 執 ⾏ 理 事 」 
と い う 。 )は 報 酬 等 の 支 給 対 象 と し な い 。  

（ ３ ）当 法 人 を 主 た る 勤 務 場 所 と し な い 理 事 (以 下「 非 常 勤 理 事 」と い う ）及 び 監 事 に  
 つ い て は 職 務 に 応 じ て 報 酬 等 を 支 給 す る 。   

（ ４ ） 評 議 員 に つ い て は 業 務 に 応 じ て 報 酬 を 支 給 す る 。   
２  費 ⽤ と は 、 職 務 遂 ⾏ に 伴 い 発 ⽣ す る 交 通 費 、 旅 費 (宿 泊 費 を 含 む )及 び 研 修 費 等 の 経

費 を い い 、 報 酬 と 区 分 さ れ る も の を い う 。  
 

(報 酬 額 の 決 定 ）  
第 三 条  理 事 ⻑ の 報 酬 は 、 基 本 報 酬 及 び 管 理 職 ⼿ 当 て を 合 わ せ た 年 額 ３ ,０ ０ ０ ,０ ０ ０

円 ま で と し 、 表 1「 理 事 ⻑ 及 び 常 務 理 事 の 報 酬 表 」 に 定 め る 額 と す る 。 但 し 、 職 員 給
与 が 支 給 さ れ る 職 務 を 兼 務 し て い る と き は 支 給 し な い 。  

2 常 務 理 事 の 報 酬 総 額 は 、 当 法 人 施 設 管 理 者 の 下 位 ラ ン ク 相 当 額 の 年 額 ４ ， ３ ０ ０ ，
０ ０ ０ 円 ま で と し 、 表 １ 「 理 事 ⻑ 及 び 常 務 理 事 の 報 酬 表 」 に 定 め る 額 と す る 。 但 し 、
職 員 給 与 が 支 給 さ れ る 職 務 を 兼 務 し て い る と き は 支 給 し な い 。  

３  非 常 勤 理 事 の 報 酬 総 額 は 定 款 に 定 め た 年 額 ４ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 ま で と し 、 各 理 事 の 報
酬 は 表 ２ の (１ ） の 勤 務 実 態 に 合 わ せ て 定 め ら れ た 額 を 支 給 す る 。  

４  全 監 事 の 報 酬 総 額 は 年 額 ５ ０ ０ ，０ ０ ０ 円 ま で と し 、各 監 事 の 報 酬 は 表 ２ の (２ ）の
勤 務 実 態 に 合 わ せ た 額 を 支 給 す る 。  

5 評 議 員 に 対 す る 報 酬 の 額 は 表 第 3 に 定 め る 額 と す る 。  
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(報 酬 等 の 支 給 方 法 ）  
第 四 条  理 事 ⻑ 及 び 常 務 理 事 に 対 す る 報 酬 等 の 支 給 の 時 期 、 支 給 方 法 等 に つ い て は 、 職

員 給 与 規 程 (以 下 給 与 規 程 と い う )に 準 じ る 。  
２  非 常 勤 役 員 及 び 評 議 員 に 対 す る 報 酬 は 、 理 事 会 ⼜ は 評 議 員 会 へ の 出 席 な ど 法 人 ・ 施

設 運 営 の た め の 業 務 に あ た っ た 都 度 現 ⾦ で 支 給 す る 。 但 し 本 人 の 同 意 を 得 れ ば 、 本 人
名 義 の ⾦ 融 機 関 の ⼝ 座 に 振 り 込 む こ と が で き る 。 そ の 場 合 振 込 ⼿ 数 料 は 本 人 負 担 と す
る 。  

３   報 酬 等 は 、 法 令 の 定 め る と こ ろ に よ る 控 除 す べ き ⾦ 額 等 を 控 除 し て 支 給 す る 。  
 
(費 ⽤ ) 
第 五 条  評 議 員 等 が 出 張 す る 場 合 は 、 別 に 定 め る 職 員 旅 費 規 程 に 準 じ て 、 旅 費 を 支 給 す  
  る 。  
２  評 議 員 等 が 職 務 の 遂 ⾏ に 当 た っ て 旅 費 以 外 の 費 ⽤ を 要 す る 場 合 は 、 当 該 費 ⽤ を 支 給  
  す る 。  
３  交 通 費 は 職 員 給 与 規 程 第 二 六 条 第 1 項 (6)を 準 ⽤ し 、 会 議 の 出 席 や 法 人 ・ 施 設 業 務

の た め に 出 勤 し た 都 度 、 日 割 り 計 算 額 を 支 給 す る 。 但 し 、 常 務 理 事 の 交 通 費 は 規 定 第
二 六 条 第 １ 項 （ ６ ） を 適 ⽤ す る 。  

４  費 ⽤ の 支 払 い 方 法 は 、 給 与 規 程 第 四 条 第 ２ 項 と 同 様 と す る 。  
(公 表 ）  
第 六 条  当 法 人 は 、 こ の 規 程 を も っ て 、 社 会 福 祉 法 第 59 条 の ２ 第 １ 項 ２ 号 に 定 め る 報

酬 等 の 支 給 の 基 準 と し て 公 表 す る 。  
 

(補 則 ）  
第 七 条  こ の 規 程 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 理 事 ⻑ が 理 事 会 の 決 議 を 経 て 、 別 に 定 め

る 。  
 

(改 廃 ）  
第 八 条  こ の 規 程 の 改 廃 は 、 評 議 員 会 の 承 認 を 受 け て ⾏ う 。  

 
附 則  
(1)こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 ⾏ す る 。  
(2)こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ９ 年 6 月 １ 7 日 よ り 施 ⾏ す る 。    
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表 １ (理 事 ⻑ 並 び に 業 務 執 ⾏ 理 事 の 報 酬 ) 

役  職  名     報  酬  月  額                

 

              

理  事  ⻑   ２ ４ ０ ， ０ ０ ０ 円  

業 務 執 ⾏ 理 事   ３ ４ ４ ， ０ ０ ０ 円  

表 ２ (非 常 勤 役 員 の 報 酬 ) 

   （ １ ） 理 事  

区    分  日  額  

理 事 会 等 会 議 へ の 出 席   １ ２ ， ０ ０ ０ 円  

法 人 ・ 施 設 業 務    １ ２ ， ０ ０ ０ 円  

   （ ２ ） 監 事  

           区    分       日  額  

 理 事 会 等 会 議 へ の 出 席    １ ２ ， ０ ０ ０ 円  

 監 事 監 査 業 務  ２ ０ ， ０ ０ ０ 円 〜 ３ ０ ， ０ ０ ０ 円  

所 轄 庁 の 監 査 指 導 や 税 務 調 査 等 の ⽴ 会  ２ ０ ， ０ ０ ０ 円 〜 １ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円  

 表 ３ (評 議 員 の 報 酬 ) 

            区    分       日  額  

  評 議 員 会 へ の 出 席    １ ２ ， ０ ０ ０ 円  

  法 人 ・ 施 設 業 務    １ ２ ， ０ ０ ０ 円  

但 し 、 職 員 給 与 が 発 ⽣ す る 職 務 を 兼 務 し て い る と き は 、 報 酬 は 発 ⽣ し な い 。  


